






再調達価額
1,500万円

時価額
1,000万円

・ 共済の対象が設備・
じゅう

什器等または商品・製品等の場合等には、価額協定
共済特約はセットできません。

ご注意

再調達価額基準の損害額

時価額基準の損害額
経過年数による減価や使用による消耗分を差し引きます。
※共済の対象が全損（全焼・全壊）となった場合は、損害共済金の
　10％（1事故1敷地内につき200万円限度）を特別費用共済金と
　してお支払いします。

〈お支払いする損害共済金の例〉

建物

損害共済金のお支払い内容を充実！
再調達価額を基準にお支払いする価額協定共済特約のおすすめ

◆価額協定共済特約をセットしている場合
　（共済金額1,500万円）
損害が生じた地および時に
おける再調達価額を基準に
共済金1,500万円をお支払
いします。
追加負担することなく同等
の建物を新たに建築できま
す。

損害が生じた地および時に
おける時価額を基準に共済
金1,000万円をお支払いし
ます。
同等の建物を新たに建築す
るのに共済金だけでは不足
します。

お支払いする
損害共済金
1,500万円

◆価額協定共済特約をセットしていない場合
　（共済金額1,000万円）

分
足
不

お支払いする
損害共済金
1,000万円

価額協定共済特約（建物新価・家財新価）とは、建物・
家財の共済金額を限度に、損害が生じた地および時
における再調達価額（同等のものを新たに建築また
は購入するのに必要な金額）を基準に共済金をお支
払いする特約です。
価額協定共済特約をセットしない場合、損害が生じた
地および時における時価額（損害が生じた地および
時における再調達価額から経過年数による減価や使
用による消耗分を差し引いた額）を基準に共済金をお
支払いします。なお、明記物件については、価額協定共
済特約セットの有無を問わず、損害が生じた地および
時における時価額を基準に共済金をお支払いします。
また、家財については、損害が生じた地および時にお
ける時価額を基準にお支払いする価額協定共済特約
（建物新価・家財時価）もあります。

地震共済金額1,00０万円あたりの
共済期間1年の掛金

（注１）イ構造　耐火建築物、準耐火建築物
（注２）ロ構造　イ構造以外の建物

イ構造（注１）
ロ構造（注2）

5,300円
8,100円

住家物件
建物内に住宅部分
がある物件

非住家物件
建物内に住宅部分
がない物件

7,700円
11,800円

この特約の共済金額10０万円あたりの
共済期間1年の掛金

イ構造（耐火建築物、準耐火建築物等）
ロ構造（イ構造以外の建物）

収容動産
650円
1,060円

主契約に付帯した場合のみ対象となり、
共済期間は最長5年です。地震危険補償特約（建物）

主契約に付帯した場合のみ対象となり、
共済期間は最長5年です。


